
令和6年(ラ許)第444号

（原審。東京高等裁判所令和6年東京高等裁判所令和6年（ラ）第2128号）
決 定

神奈川県座間市緑ケ丘6－1－23－102

申 立 人 宮 部 龍 彦

新潟県新発田市住吉町2－3－31

相 手 方 長谷川 サナエ

新潟県胎内市桃崎浜691－55

方相 手 小 池 武 志

新潟県村上市平林201 0-1

方相 手 小 池 ユリ子

新潟県上越市北本町4－3－9

相 手 方 部落解放同盟新潟県連合会

同代表者執行委員長 長谷川 均

主 文

1 本件抗告を許可しない。

2 申立費用は申立人の負担とする。

理 由

民訴法337条2項所定の事項を本件申立ての理由によれば、原決定について、民訴伝sごYラ

含むとは認められない。

よって、主文のとおり決定する。

令和6年12月3日

東京高等裁判所第8民事部

響裁判長裁判官 三 角 比

懇裁判官 大 野 晃
『本 で ある。れ は 謄 本 で ある。

鋪ら年|込月今日

東京高等裁判所第8民事部

裁判所書記官 大 野
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事件番号 、

令和6年（ラ許）第444号

〒252-0021
神奈川県座間市緑ケ丘6－1-23-102

宮部龍彦 様
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束京都千代田区霞が関一丁目1番4号 第 8 民
電話03-3581-2016
FAX O3-3580-3841東京高等栽剥所

特別送達
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鉄下地Ｕ卿寄最化

有楽町線 桜田門駅（5番出口） 3分
都営三田線 日比谷駅(A10出口)13分
京浜東北線 有楽町駅（日比谷口） 15分JR山手線・京浜東北線 有楽町駅（日比谷口) 15!分

当庁には駐車施設がございませんので，車による来庁はご遠慮ください。
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